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第５２１回（定例）福崎町議会会議録

令和７年１２月５日（金）

午前９時３０分 開 会

○令和７年１２月５日、第５２１回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 中 田 貴 子 ８番 田 中 康 智

２番 牛 尾 成 利 ９番 住 谷 庸 子

３番 牛 尾 雅 一 １０番 北 山 智 恵

４番 大 住 文 子 １１番 前 川 裕 量

５番 三 輪 一 朝 １２番 城 谷 英 之

６番 𠮷 高 平 記 １３番 植 岡 茂 和

７番 小 林 博 １４番 竹 本 繁 夫

○欠席議員 （な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 町参事兼総務課長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 山 本 克 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

農 林 振 興 課 長 山 下 勝 功 ま ち づ く り 課 長 増 山 剛

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 会 計 管 理 者 福 永 知 美

学 校 教 育 課 長 吉 髙 美 鈴 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 議案第６３号 人権擁護委員の推薦について

第 ５ 議案第６４号 人権擁護委員の推薦について

第 ６ 議案第６５号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第６６号 福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定について

第 ８ 議案第６７号 福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につい

て

第 ９ 議案第６８号 福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について

第１０ 議案第６９号 福崎町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について

第１１ 議案第７０号 福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
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例について

第１２ 議案第７１号 福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

第１３ 議案第７２号 福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について

第１４ 議案第７３号 福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について

第１５ 議案第７４号 福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について

第１６ 議案第７５号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について

第１７ 議案第７６号 令和７年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について

第１８ 議案第７７号 令和７年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）について

第１９ 議案第７８号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について

第２０ 議案第７９号 令和７年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について

第２１ 議案第８０号 令和７年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて

第２２ 議案第８１号 令和７年度福崎町下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て

第２３ 議案第８２号 工事請負契約について（第１グラウンド夜間照明設備改修工

事）

第２４ 議案第８３号 工事請負契約の変更について（（南大貫）宮の池改修工事）

○本日の会議に付した事件

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 議案第６３号 人権擁護委員の推薦について

第 ５ 議案第６４号 人権擁護委員の推薦について

第 ６ 議案第６５号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第６６号 福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定について

第 ８ 議案第６７号 福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につい

て

第 ９ 議案第６８号 福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について

第１０ 議案第６９号 福崎町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について

第１１ 議案第７０号 福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について

第１２ 議案第７１号 福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

第１３ 議案第７２号 福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について

第１４ 議案第７３号 福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定
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める条例の制定について

第１５ 議案第７４号 福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について

第１６ 議案第７５号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について

第１７ 議案第７６号 令和７年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について

第１８ 議案第７７号 令和７年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）について

第１９ 議案第７８号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について

第２０ 議案第７９号 令和７年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について

第２１ 議案第８０号 令和７年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて

第２２ 議案第８１号 令和７年度福崎町下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て

第２３ 議案第８２号 工事請負契約について（第１グラウンド夜間照明設備改修工

事）

第２４ 議案第８３号 工事請負契約の変更について（（南大貫）宮の池改修工事）

開会及び開議

議 長 皆さん、おはようございます。

第５２１回福崎町議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。

師走を迎え、今年もいよいよ残すところ一月足らずとなり、日ごとに寒さが増

し、冬の訪れを感じる季節となってまいりました。皆様におかれましては、ご

健勝にてご参集を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本定例会に提案されます案件は、議案第６３号から議案第８３号までの

議案２１件であります。いずれも重要な案件でありますので、慎重にご審議を

いただき、また、議事の円滑なる運営につきましても、格別のご協力をお願い

いたしまして、本定例会の開会の挨拶とさせていただきます。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。定足数に達しております。よっ

て、第５２１回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。

また、総務課及び事務局から写真撮影の申出が出ておりますので、撮影を許可

いたします。

ただいまから第５２１回福崎町議会定例会を開会いたします。

これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。

３番、牛尾雅一議員
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１０番、北山智恵議員

以上の両議員にお願いいたします。

日程第２ 会期の決定

議 長 日程第２は、会期の決定であります。

会期の決定の件を議題といたします。

去る１１月２８日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、

既に皆さんに配付しております日程表案のとおり、本日から１２月２２日までの

１８日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から１２月２２日までの１８日間といたします。

日程第３ 諸報告

議 長 日程第３は、諸報告であります。

９月２６日の第５２０回福崎町議会定例会閉会後、本日までの議会活動につい

ては、配付の報告書のとおりです。

また、例月出納検査、定期監査結果報告書及び陳情書が議長宛てに提出されて

おりますので、その写しを配付しております。

次は、議案の上程及び議案説明であります。

これより、議案第６３号、人権擁護委員の推薦についてから、議案第８３号、

工事請負契約の変更について（（南大貫）宮の池改修工事）までの２１件を議

題といたします。

これから上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。

町 長 皆さん、おはようございます。本日は第５２１回定例会を招集しましたところ、

全員のご出席を賜り、ありがとうございます。

今年は、全国的に市町村合併２０周年という節目を迎えた自治体が数多くあり

ました。平成の大合併から２０年という歳月が経過し、各自治体が、それぞれ

の地域の特徴を生かし新たな挑戦をしている姿に、私どもも刺激を受けている

ところです。そのような中で、福崎町は合併をしない選択をした町として、来

年に町制施行７０周年を迎えます。昭和の大合併により福崎町が誕生してから

７０年です。この長い道のりは、歴代の町長、議員、そして何よりも町民の皆

様の郷土を愛する思いとたゆまぬ努力のたまものであります。改めて、これま

での町の発展にご尽力いただいた全ての方々に、感謝とお礼を申し上げます。

来年の５月３日には記念式典を挙行しますので、ご臨席のほどよろしくお願い

します。

国会におきましては憲政史上初の女性の総理大臣が誕生しました。Ｇ７の中で

女性のトップが誕生していない国が日本とアメリカの２か国だったと聞き、少

し驚きましたが、世界を見渡すと女性の首相や大統領が誕生している国は、総

じて元気があるように感じます。今、高市早苗首相は精力的に国際会議に参加

をされています。ＡＳＥＡＮ、トランプ大統領との首脳会談、ＡＰＥＣ、さら

にはＧ２０に出席され、日本の国益と国際協調を両立させるために活発に行動

されています。そのことが高市内閣の高い支持率につながっていると感じます。

そして、先般、物価高対策や防災・減災、国土強靱化などに重点を置いた
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「『強い経済』を実現する総合経済対策」（２１兆円規模の新たな経済対策）

が発表されました。今国会で補正予算として審議されますが、これらの対策を

福崎町においても最大限に活用して、持続可能なまちづくりを進めます。

さて、今、福崎町の財政状況は大変厳しい状況にあります。令和４年度から財

政調整基金を取り崩すようになり、令和６年度までの３年間の取崩し額は６億

６，０００万円となっています。このため、議員の皆様のご理解とご協力を得

ながら、令和８年度から始まる行政改革大綱と実施計画の見直し作業に取り組

んでいるところです。

そのような中でも、神崎郡３町で進めている新ごみ処理施設、中播消防署の建

て替え事業などは広域での約束ですので進めていかなければなりません。町事

業でも重点施策として取り組んでいる町道福崎駅田原線、千束新町線は継続事

業として整備を進める必要があります。また、町民の安全・安心を守るための

川すそ雨水幹線工事も完成させなければなりません。これらを踏まえた上で、

最重要課題として行政改革に取り組みます。

そして、もう一つの大きな課題は、少子高齢・人口減少です。しかし、この問

題は簡単に解決できるとは思っていません。人口減少はある程度受け入れざる

を得ません。けれども、魅力のある住みやすいまちづくりを進めることによっ

て、人口減少をできるだけ緩やかにしていきたいと考えています。

そのほかにも様々な重要事業がありますが、必要性、優先度を見極めながら笑

顔あふれる「活力と風格のある住みよいまち」を目指して、まちづくりを進め

てまいりますので、議員各位のご理解とご協力をよろしくお願いします。

続いて、各課からの所管事項報告です。

総務課では、令和８年度採用職員採用試験（第２回）の第二次試験を１０月３

１日に実施しました。一般行政職は６人が受験し２人が合格、保育教諭は１人

が受験し１人が合格となりました。

会計年度任用職員の募集について、町広報紙、ホームページなどでお知らせし

ていますが、募集期間は１２月８日から２６日まで、試験日は１月９日です。

１０月２５日から行政懇談会を開始しています。およそ１年間かけて各自治会

を回らせていただき、その会議録については、順次、議会事務局に備え付けて

いきますのでご覧ください。

選挙管理事務について、選挙人名簿の定時登録者数は、１２月１日の基準日現

在、男７，２６４人、女７，８２７人、計１万５，０９１人となり、前回９月

の定時登録より３６人の減となっています。

企画財政課です。

行政改革について、１１月２６日に第３回行政改革懇話会を開催しました。１

２月１８日から１月１６日にかけてパブリックコメントを実施します。

令和８年度当初予算編成について、１１月１０日に係長以上職員の出席の下、

令和８年度予算編成指示会議を開催し、予算編成方針を通知しました。

私からは、「大変厳しい財政状況にありますが、各課それぞれの重点事業につ

いて、交付金など財源の確保もしっかりと考えながら事業を進める」ように指

示をしました。

税務課では、１０月２９日に第３回滞納整理対策委員会を開催し、上半期収納

状況についての報告のほか、法的措置及び滞納処分について協議しました。

今後、年末に向けて町税滞納者を対象に、姫路県税事務所と合同で一斉催告を

行います。これに対して何の反応も示されない方に対しては夜間電話催告を実

施し、それでもなお連絡の取れなかった方などを対象に、適宜滞納処分を実施
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することで滞納額の減少に努めます。

地域振興課です。

第５０回福崎秋まつりを１０月２５日に開催しました。終盤は小雨模様となり

ましたが、ステージイベント、飲食・物販などの産業祭やオオサカマスターズ

（Ｏｓａｋａ Ｍａｓｔｅｒｓ）と地元の和太鼓集団 和楽がコラボした演劇

サーカスなどで盛り上がりました。また、遠野市からは副市長にお越しいただ

き、美味しいりんごをはじめとした特産品の販売もあり、約３，０００人の来

場者でにぎわいました。

クリスマスＦｕｋｕランタンを、１２月２１日に辻川山公園で開催します。冬

の澄み切った夜空にスカイランタン２００個を一斉に舞い上げますので、幻想

的なクリスマスの一夜になると思います。あわせて、クラウドファンディング

型ふるさと納税を財源として完成したガジロウ３号機をお披露目します。

文珠荘の次期指定管理について、日帰り入浴を休止する形での再公募を１１月

２５日から１２月１日まで受け付け、２者から応募がありました。今後、指定

管理者選定委員会の審査を経て候補者を決定し、議会に提案します。

住民生活課です。

消防団非常呼集訓練を１１月２日早朝に実施し、秋季全国火災予防運動に先駆

け、町内防火パレードを実施しました。

「第３６回自然歩道を歩こう大会」を、１１月２３日に川西コースで実施しま

した。天候にも恵まれ、６２７人の参加があり、福崎町の自然を満喫していた

だくことができました。

１２月１日から１０日まで、年末の交通事故防止運動を展開し、各種キャンペ

ーンを実施します。

１２月２６日から３０日まで、消防団年末特別警戒を実施します。また、消防

団出初式を来年１月１１日にエルデホールで挙行します。

福祉課です。

１１月７日に開催した「老人グラウンド・ゴルフ大会」は、晴天の中３４チー

ム、１８６人の参加があり、盛大に実施することができました。また、障がい

者スポーツである「ボッチャ」の普及に取り組み、９月から３回のリーグ戦を

行いました。１０チーム、延べ１５８人の参加があり、１１月２９日に閉幕し

ました。障がいのある方もない方も共に汗を流し、理解を深め合うよい機会に

なりました。

１２月３日から９日までは「障害者週間」で、障がいのある人への理解と共感

を深め、社会参加を促進する期間です。障がい者施設の授産品紹介イベントな

どを行います。今後も、誰もが個性を尊重し合える「共生社会」の実現を目指

して、事業に取り組みます。

ほけん年金課では、健康づくりイベントを福崎秋まつりで実施し、食育スタン

プラリーや体内成分バランス測定などを行いました。

１１月９日に、今年度最後のまちぐるみ健診を実施しました。今年度は全体で

２，５７７人が受診されました。

予防接種事業として、６５歳以上の方と、６０歳から６４歳で心臓などに障が

いのある方を対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種

を１０月２０日から実施しています。個人負担は、インフルエンザが１，５０

０円、新型コロナが４，０００円で、いずれの接種も町民税非課税世帯は無料

としています。

また、中学３年生までの子どもに対するインフルエンザ予防接種費用の一部助
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成も、引き続き実施しています。

農林振興課です。

１０月２０日、エルデホールにおいて神崎郡農業委員会協議会の研修が、約６

０名の参加の下、開催され、「所有者不明農地について」と「相続土地国庫帰

属制度」について学びました。

土地所有者の負担軽減等を目的として、山崎地区の山林０．１８平方キロメー

トルにおいて、リモートセンシング技術を活用した地籍調査業務を実施します。

まちづくり課です。

道路橋梁事業では、順次進めている道路照明灯のＬＥＤ化について、今年度、

残る１３６灯を全てＬＥＤ化するリース契約を締結しました。また、町道春日

ふれあい線では、落石、崩壊の危険性がある法面の防災対策工事を、また、町

道大貫山田線では通学路の歩道設置工事を引き続き進めます。

福崎駅へのアクセス強化では、町道千束新町線の用地交渉を進めています。ま

た、町道福崎駅田原線及び町道千束新町線の一部区間において工事を実施しま

す。

河川では、西谷川の堆積土砂の浚渫を実施しています。

都市計画では、引き続き地元及び県と調整を図りながら、土地利用基本計画の

改定及び特別指定区域の見直しを進めています。また、前回の改定から約１０

年が経過した都市計画マスタープランの改定も進めています。

上下水道課です。

水道事業では、八反田水管橋耐震補強工事及び三ノ宮配水池送配水管更新工事

を継続して実施しています。また、近接する町道西治長野線配水管の更新工事

に着手し、災害に強いライフラインの構築を目指します。

工業用水道事業では、七種川水管橋更新工事を継続して実施しています。

雨水幹線整備では、南田原地区の川すそ雨水幹線工事（その１４）は、播但道

福崎南ランプの東側付近で夜間工事が終了し、昼間工事にて施工しています。

直谷第二雨水幹線は、本体工事が完了し、舗装本復旧工事に着手しています。

汚水整備では、板坂地区の農業集落排水施設を公共下水道へ統合するため、

「板坂地区下水道管布設工事」の入札を１１月末に実施し、契約を締結しまし

た。汚水処理の効率化に向けて、工事を進めます。

学校教育課です。

ＧＩＧＡスクール事業として、児童生徒の１人１台端末を、予備機を含む１，

６５０台更新します。１２月１４、１５日に各校に納品されます。より一層、

一人一人に適した学習方法の構築など、有意義で効果的な使用を目指します。

中学校の体育館空調設備設置工事実施設計業務委託では、令和８年度の工事実

施に向けて準備を進めています。

社会教育課では、人権・青少年健全育成フェスティバルを１２月６日にエルデ

ホールで開催します。

人権ポスターや標語の展示、小・中学生の主張・体験発表のほか、ゴスペル歌

手の市岡裕子さんによる講演を予定しています。

エルデホールでは、１２月２１日、サックス侍「クリスマス ライブ」を開催

します。

令和７年度の「二十歳のつどい」を、令和８年１月１２日（成人の日）にエル

デホールで開催します。

さて、今議会に提出します議案等につきましては、議案２１件です。

議案第６３号、人権擁護委員の推薦は、現委員の吉田和司氏の任期満了に伴い、
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さらに同氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものです。

議案第６４号、人権擁護委員の推薦は、現委員の大西典子氏の任期満了に伴い、

新たに森下直哉氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものです。

議案第６５号、教育委員会委員の任命は、現委員の桑谷祐顕氏の任期満了に伴

い、新たに寺河俊紀氏を任命することについて、議会の同意を求めるものです。

議案第６６号、福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定について及び議案

第６７号、福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定については、福

崎町工業団地企業会館及び福崎町老人デイサービスセンターについて、それぞれ

公の施設の指定管理者を定めることについて、議会の議決を求めるものです。

議案第６８号、福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について、議案第６９号、福崎町議会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第７０号、福崎町

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第７１

号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例については、いずれも人事院勧告に基づき、それぞれの条例を改正すること

について、議会の議決を求めるものです。

議案第７２号、福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例については、福崎駅前東駐車場を廃止し、福崎駅前西駐車場を福

崎駅西駐車場に変更して使用料を変更する改正をしようとするものです。

議案第７３号、福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定については、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施

するにあたり、事業所等の設備及び運営の基準について、国が定める基準を基に

条例を制定するものです。

議案第７４号は、上位法令の改正などに伴うもので、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例をそれぞれ一部改正することについて、議会の議

決を求めるものです。

議案第７５号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第３号）についてから議

案第８１号、令和７年度福崎町下水道事業会計補正予算（第１号）についてま

では、令和７年度の各会計の補正予算で、主に人事異動、人事院勧告に伴う人

件費の補正について、議会の議決を求めるものです。

議案第８２号、工事請負契約について（第１グラウンド夜間照明設備改修工事）

は、令和７年１１月２５日に一般競争入札を執行した結果、６，４７９万円で

銭屋電機株式会社が落札したことにより、その請負契約の締結について、議会

の議決を求めるものです。

議案第８３号は、令和７年６月に契約した（南大貫）宮の池改修工事において、

６７３万５，３６６円を増額する変更契約の締結について、議会の議決を求め

るものです。

以上、人事案件が３件、条例制定が１件、条例改正が６件、補正予算が７件、

契約案件が２件、その他２件の全２１件となっています。

詳細説明は、副町長及び担当課長が行いますので、ご審議賜り、ご賛同いただ

きますようよろしくお願い申し上げて、冒頭の挨拶といたします。

議 長 ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知ください。
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日程第４ 議案第６３号 人権擁護委員の推薦について

日程第５ 議案第６４号 人権擁護委員の推薦について

日程第６ 議案第６５号 教育委員会委員の任命について

議 長 日程第４、議案第６３号、人権擁護委員の推薦についてから、日程第６、議

案第６５号、教育委員会委員の任命についてまでの３議案を一括議題といたし

ます。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

副 町 長 議案第６３号及び議案第６４号、人権擁護委員の推薦について、ご説明申し

上げます。

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されます。委嘱にあたっては町長が町議会

議員の選挙権を有する住民で、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護について理解のある者の中から町議会の意見を聞いて候補者を推薦しなけ

ればならないと規定されています。委員の任期は３年であります。

議案第６３号は、吉田和司氏を再推薦するため、また議案第６４号は、現委員

の大西典子氏が任期満了に伴い、勇退されますので、後任として森下直哉氏を

推薦するため、それぞれ議会の意見を求めるものでございます。

それでは、議案第６３号の吉田和司氏について、ご説明申し上げます。

住所は、福崎町西田原１２００番地１４、生年月日は昭和３４年５月３１日、

現在６６歳であります。吉田氏の経歴等につきましては、議案第６３号資料を

ご覧ください。

最終学歴、職歴は左側上段に記載のとおりであります。また、左側下段に委員

の任期一覧表、右側には人権擁護委員としての抱負をお示ししております。

続きまして、議案第６４号、森下直哉氏について、ご説明申し上げます。

住所は、福崎町西治１２０７番地、生年月日は昭和３４年７月２６日、現在６

６歳であります。

森下氏の経歴等につきましては、議案第６４号資料をご覧ください。

最終学歴、職歴は左側上段に記載のとおりであります。また、左側下段に委員

の任期一覧表、右側には人権擁護委員としての抱負をお示ししております。

吉田氏、森下氏の両氏は人格、識見とも高く、広く社会の実情に精通された立

派な方で、人権擁護委員として必ず使命を全うしていただけるものと確信し、

推薦するものでありますので、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

次に、議案第６５号、教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。

教育委員の任命は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、町長が議会の同意を得て行います。

教育委員会は、教育長と４名の教育委員で組織されており、教育に関する事務

の管理、執行を行います。

委員の任期は４年であります。

現教育委員の桑谷祐顕氏が、令和７年１２月２４日で任期満了となります。

後任として、寺河俊紀氏を任命したいので、議会の同意をお願いするものでご

ざいます。

寺河氏の住所は、福崎町田口２３６番地、生年月日が昭和３８年２月１１日、

現在６２歳であります。

経歴等につきましては、議案第６５号資料をご覧ください。
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最終学歴、職歴は、左側上段に記載のとおりであります。また、左側下段に委

員の任期一覧表、右側には、教育委員としての抱負をお示ししております。

寺河氏は、人格が高潔で、教育及び文化に関し高い理解力をお持ちであります。

抱負では、福崎町の子どもたちの「生きる力」を育む教育を支援したいと掲げ

られており、その実現に向けて取り組んでいただけるものと確信しております

ので、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上、議案第６３号から議案第６５号の提案説明とさせていただきます。

日程第７ 議案第６６号 福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定について

議 長 日程第７、議案第６６号、福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

地域振興課長 失礼します。議案第６６号、福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定につ

いて、ご説明を申し上げます。

工業団地企業会館の指定管理者は、現在、工業団地協議会を指定し、令和８年

３月３１日までの指定管理に係る協定を締結しています。

本議案につきましては、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで５年

間の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定に基づき議会の議決をお願いするもので、引き続き、工業団地協議会を指

定管理者として指定しようとするものでございます。

指定管理者の選定にあたっては、厳正かつ公平に候補者の選定を進めるため、

指定管理者選定委員会を設置しまして、指定管理者の候補者について公募する

か、または、公募によらず選定するかを決定いたします。公募によらず選定す

ることとした場合は、提出された指定申請書を審査した上で、候補者の評価を

行い、指定管理者の候補者を決定しているところでございます。

工業団地協議会につきましては、議案第６６号資料６ページをお願いいたしま

す、資料６ページの選定結果の４、選定理由、（２）施設の設置経緯に記載の

とおり、企業会館は、昭和６３年に建設されてから以後、協議会に管理を委託

してまいりました。平成１８年度からは、地方自治法の規定に基づく指定管理

者として、引き続き２０年間、当会館の指定管理者に指定しております。また、

（１）条例選定基準に記載のとおり、福崎工業団地協議会は、企業会館が位置

する福崎工業団地と福崎企業団地の立地企業で構成された地域に密着した団体

であり、会館の性格、規模などから設置目的を果たすために適した団体でござ

います。

このようなことから、選定理由の始めに記載のとおり、福崎町公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項第３号に定められている公

募によらない指定管理者の候補者の選定等の選定基準に該当すること、そして

施設の設置経緯や今後の運営状況などを判断し、福崎工業団地協議会を候補者

と選定いたしました。

次に、１０月２０日付の協議会からの申請書が１ページから４ページとなりま

す。

２、３ページは事業計画書と役員名簿です。４ページには令和３年度からの実

績と次期の収支計画表を記載しております。企業会館の管理運営に必要な経費

につきましては、表中下段の企業会館運営費のところでありまして、その経費

を、上段４行目の指定管理者委託料のところになりますが、福崎町と福崎工業
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団地協議会がそれぞれ２分の１を負担することと定めており、その町負担分が

指定管理料となります。

５ページの左面が、指定管理者選定委員会から町長への選定結果の具申、右面

が福崎工業団地協議会への指定申請に対する審査結果の通知書でございます。

内容につきましては、６ページをお願いします。

３の指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間で

す。

４の選定理由の（１）、（２）はさきに説明しておりますので、（３）の次期

指定期間の運営状況につきましては、指定申請書収支計画書に沿って運営され

ており、令和３年度から令和５年度までの３年間は、予算の１８８万４，００

０円の範囲内で、令和６年度からは物価高騰等の影響に伴う負担増については、

各経費を削減しながら運営している状況でございます。

次期指定期間の収支計画においては、５年間の実績と人件費の上昇、物価高騰

分を加味して、各年度の指定管理料を２０８万円とする計画となっており、こ

れまでと同様の維持管理ができるものと考えています。

７ページからは、指定管理者の指定に係る協定書でございます。第３条の指定

管理の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間。第

４条の指定管理料は、各年度ごとに２０８万円としています。その他の条文に

つきましては、前回の協定書と大きな変更点はありません。ご確認ください。

なお、１０ページに記載のとおり、この協定書は、本議会で議決をいただいた

後、本協定とするものでございます。

以上、議案第６６号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

日程第 ８ 議案第６７号 福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議 長 日程第８、議案第６７号、福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指

定についてを議題といたします。

本件は、地方自治法第１１７条の規定により、議長は除斥となりますので、副

議長と交代いたします。

暫時休憩いたします。

◇

休憩 午前１０時０９分

再開 午前１０時１０分

◇

副 議 長 会議を再開いたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

福 祉 課 長 議案第６７号、福崎町老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につい

て、ご説明を申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので、

第１老人デイサービスセンター及び第２老人デイサービスセンターの指定管理

者として、社会福祉法人福崎町社会福祉協議会を指定しようとするものです。

指定期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間でござい

ます。

議案第６７号資料の１ページからが福崎町社会福祉協議会からの指定申請書に

なります。資料の３ページをご覧ください。
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福崎町社会福祉協議会の事業計画書になります。

事業計画１の１、管理運営方針については、５行目で、地域の保健・医療・福

祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、今後も今

までの経験を最大限に発揮し、管理運営を行います。右側の２ページ、５番の

職員の配置状況については、介護保険事業に規定される管理者、生活相談員、

看護職員、介護員等で、現在は職員の欠員はございません。

１週間のうち６日開設しておりますので、職員の有給休暇対応等といたしまし

て、非常勤職員など必要な人員を登録をしております。

次に、４ページをご覧ください。

左側の６、危機管理対応の（３）感染症対策として、感染症の予防や蔓延防止

対策などの研修を定期的に行うこととしております。

次に、６ページをご覧ください。

左側の１、福崎町が実施しようとする事業等への協力では、②の災害発生時の

避難所としての施設提供では、災害発生時に避難所として必要となった際には、

福祉避難所等に施設を提供しますとあります。

次に、７ページをご覧ください。

令和３年度からの収支実績でございます。介護保険事業では令和２年に発生し

た世界的な新型コロナウイルス感染症の流行により、介護施設の運営は非常に

厳しいものになりました。福崎町第１、第２デイサービス事業につきましても

例外ではなく、令和３年までの複数回にわたる緊急事態宣言や、令和５年の第

５類移行までの間、利用者の利用控えや、以降の利用者の戻りの鈍化などで大

きなマイナス収支が続いております。

次に、８ページをご覧ください。

令和８年度以降、５年間の収支計画書でございます。介護保険事業につきまし

ては、先ほど申し上げました、新型コロナウイルス感染症のダメージから脱却

するべく、施設の利用のＰＲなどを行い、また、人口動態では、いわゆる団塊

の世代の方々が７５歳を超え、徐々に介護が必要となる人の増加を見据え、法

人総合の項目と介護事業等の項目についてはおおむねプラスの収支見込みの計

画が提出されております。

万が一、収支がマイナスになった場合におきましても、指定管理料につきまし

ては福崎町は支出はいたしません。社会福祉協議会が保有する基金で対応をし

ていきます。

次に、１０ページをご覧ください。

指定管理者候補者の選定結果でございます。４番の選定理由ですが、公募によ

らない選定基準に該当することに加え、施設の設置経緯及び今後の運営状況を

勘案し、候補者に決定をいたしました。

選定基準、設置経緯は記載のとおりで、町内２か所の老人デイサービスセンタ

ーを福崎町と一体となって地域に密着した介護保険事業及び介護予防事業を展

開するとともに、採算が取りにくく民間事業所の参入が難しい障がい福祉サー

ビスも行っており、障がい者福祉の拡充にも積極的に取り組んでいます。

次期指定期間の運営状況につきましては、ここ５年間の収支は赤字となってい

る年度もあり、基金を取り崩している状況が続いてはいますが、次期期間の収

支計画においては単年度の営業利益を黒字とし、今後も地域に密着したサービ

スの向上、従業員の処遇の改善に努めるなどの事業展開を実施することと、加

えて、法人は十分な基金も保有しておることから、安定した施設運営が期待で

きるものでございます。
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次に、１１ページをご覧ください。

指定に係る協定書になります。

第４条の指定管理料は、従前と同様に支払わないものとしております。

次に、１２ページをご覧ください。

右側の真ん中になります、第１５条では、引き続き衛生管理に感染症対策も入

れております。その他の内容につきましては、前回の協定書とほぼ同じ内容と

なっております。

なお、この協定書は議会の議決をいただいた後、本協定となります。

以上で議案第６７号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきますよ

う、よろしくお願いをいたします。

副 議 長 竹本議長の入場を求めます。

暫時休憩いたします。

◇

休憩 午前１０時１８分

再開 午前１０時１８分

◇

議 長 会議を再開いたします。

日程第 ９ 議案第６８号 福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について

日程第１０ 議案第６９号 福崎町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について

日程第１１ 議案第７０号 福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

日程第１２ 議案第７１号 福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について

議 長 日程第９、議案第６８号、福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例についてから、日程第１２、議案第７１号、福崎町会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてま

での４議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

総 務 課 長 議案第６８号から７１号までの４議案は、令和７年８月の人事院勧告に係る

ものでございます。

人事院の給与勧告の骨子につきましては、議案第７０号説明資料の１０ページ

にお示しをしておりますので、ご覧ください。

今年の人事院勧告は、月例給、ボーナス（期末・勤勉手当）とも増額の勧告と

なりました。

福崎町では国の人事院勧告にならい、月例給は公務員給与と民間給与との格差

３．６２％を解消するため、初任給を高卒で約６．５％（金額では、１万２，３

００円）、大卒では約５．５％（金額では１万２，０００円）引き上げるなど、

行政職給料表を引上げ改正するものです。

２つ目には、ボーナス（期末・勤勉手当）の引上げです。０．０５月分の引上

げとなり、期末手当及び勤勉手当に０．０２５月分ずつ均等に配分されます。

これらの勧告を踏まえて条例改正しようとするものであります。

まず、議案第６８号、福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例に
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ついてです。

議案第６８号説明資料をお開きください。新旧対照表になります。

上段は、福崎町特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部改正（第

１条関係）です。

期末手当として、条例第４条第２項の表中、１２月１日の基準日に６か月の在

職期間を有する者に支給する期末手当の額を０．０５月分引き上げ、１００分の

２２７．５を１００分の２３２．５としますほか、それぞれ在職期間に応じた支

給率も改め、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用します。

下段は第２条関係です。

これは令和８年度以降の期末手当で、６月、１２月とも同率に改正するもので、

条例第４条第２項の表中、６月１日及び１２月１日の基準日に関して６か月の在

職期間を有する者に支給する期末手当の額を１００分の２３０としますほか、そ

れぞれ在職期間に応じた支給率も改めています。この改正は、令和８年４月１日

から施行するものです。

続きまして、議案第６９号、福崎町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部改正についてです。

先ほどの議案第６８号、特別職の条例改正と全く同様の改正内容であります。

なお、これら２つの条例改正によりまして、特別職及び議会議員の期末手当の

年間支給月数は４．５５月分から４．６０月分となります。

続きまして、議案第７０号、福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改

正についての説明をさせていただきます。

議案第７０号説明資料１ページをご覧ください。新旧対照表です。

第１条関係です。

条例第２７条第２項の改正は期末手当の改正で、１２月支給の期末手当を０．

０２５月分引き上げ、１００分の１２７．５に改めるものです。

条例第２８条第２項第１号の改正は勤勉手当の改正で、１２月支給の勤勉手当

を０．０２５月分引き上げ、１００分の１０７．５に改めるものです。

別表第１（第７条関係）は行政職給料表を改めるもので、民間における初任給

の動向や採用市場での競争力向上のため、若年層に特に重点を置きつつ、その他

の職員も昨年を大幅に上回る形で引上げ改定しています。

この改正は公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用するものでござい

ます。

６ページをご覧ください。第２条関係です。

第２７条は期末手当の改正で、６月、１２月期末手当を、どちらも１００分の

１２６．２５にするものです。

第２８条は勤勉手当の改正で、６月、１２月勤勉手当を、どちらも１００分の

１０６．２５にするものです。

これにより６月、１２月とも同率となり、期末勤勉手当合わせて支給月数は合

計で４．６５月分です。

第２条の改正は令和８年４月１日から施行します。

８ページは、先ほど説明いたしました期末手当及び勤勉手当の改正を職種ごと

に分かりやすく表にしたものになります。

９ページは、令和８年度からのものになります。

続きまして、議案第７１号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてです。

会計年度任用職員の給料は、一般職の職員の給与に関する条例の給料表の１級
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２級をそのまま利用していますので、今回の人事院勧告を受け改正するものです。

この改正は公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用します。

以上、議案第６８号から７１号の説明とさせていただきます。

なお、これら、今回の人事院勧告を踏まえて行う給与改定に伴う影響額は、特

別職、議員、町職員合わせて年間で約５，１５６万９，０００円の増額となりま

す。

４議案ともご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。

日程第１３ 議案第７２号 福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について

議 長 日程第１３、議案第７２号、福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

まちづくり課長 失礼します。議案第７２号、福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。

福崎駅前駐車場については、福崎高校の南側に福崎駅前西駐車場、町道福崎駅

田原線と町道馬田山崎線の交差点南側に福崎駅前東駐車場、合計２か所の駐車場

がございます。資料２ページに参考として位置図を添付させていただいておりま

す。

そのうちの福崎駅前東駐車場につきましては、町道福崎駅田原線の事業用地に

あたっておりまして、令和７年度においては国庫補助の内示状況から工事の実施

を見合わせることとしていましたが、町道福崎駅田原線と関連する町道千束新町

線で計上していた工事費、用地費、補償費のうち、用地費、補償費について担当

が鋭意、事業にご協力いただくよう地権者の方に説明をしておりますが、今年度

中に契約を見込めない箇所があるため、その用地費、補償費の一部を福崎駅田原

線の工事費に流用することといたしました。工事の予定についてはまず振古川に

ボックスカルバートを設置する工事を発注いたします。その設置に伴う作業ヤー

ド、また、大型の工事車両の出入りがあるため、福崎駅前東駐車場を閉鎖いたし

ます。閉鎖時期については令和８年３月末を予定しています。

このため、福崎駅前東駐車場を閉鎖することに伴い条例を改正するものです。

条例の改正内容については、資料１ページの新旧対照表でご説明させていただ

きます。下線を引いている箇所が改正箇所になります。

まず、第２条の福崎町ＪＲ福崎駅前東駐車場ですが、閉鎖することにより削除

をしています。また、あわせて、ＪＲ福崎駅前西駐車場の名称をＪＲ福崎駅西駐

車場に変更します。

第８条においては福崎駅前東駐車場は、駅前の商店等を利用することによる駅

周辺での滞在、また、交流広場等の駅前でのイベント等において容易に駐車でき

ることで滞在人口が増えることにより、福崎駅周辺の活性化を図るため、最初の

２時間を無料としていますが、その福崎駅前東駐車場を閉鎖することにより最初

の２時間無料の駐車場がなくなるため、福崎駅西駐車場を最初の２時間は無料と

するものとしています。

この一部改正条例は、令和８年４月１日より施行します。

以上で議案第７２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、

ご賛同を賜りますよう、お願いいたします。

議 長 ここで暫時休憩いたします。
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再開を１０時４５分といたします。

◇

休憩 午前１０時３１分

再開 午前１０時４５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

日程第１４ 議案第７３号 福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について

日程第１５ 議案第７４号 福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例について

議 長 日程第１４、議案第７３号、福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について及び日程第１５、議案第７４号、福崎町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例についての両議案を一括議題といたします。

両議案に対する詳細なる説明を求めます。

学校教育課長 議案第７３号、福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について、議案第７４号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について、

この２議案をご説明申し上げます。

まず、議案第７３号、福崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定についてです。

議案第７３号資料１ページ左側をご覧ください。

条例制定の趣旨としまして、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律に

おいて、新たな制度として、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制

度が創設されました。

こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育

環境を整備するとともに、子育て家庭に対する支援を強化することを目的として

います。

対象は、生後６か月から満３歳未満で保育所等に通っていない子どもで、保護

者の就労要件を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で保育

所等を利用できる制度です。

本町において令和８年度から実施するにあたり、事業所等の設備や運営の基準

について、国が定める基準を基に町が条例を定める必要があるため、本条例を制

定するものです。

事業概要の主な内容として、利用対象者は、生後６か月から満３歳未満で、保

育所等に通っていない子ども。利用時間は、月１０時間までの利用可能枠の中で、

時間単位等で保育所等を利用。利用料は、国の標準額の１時間当たり３００円程

度を予定しています。

資料１ページ右側から２ページにかけて、条例の逐条説明を記載しています。

条例の内容につきましては、第１章では、この条例の趣旨、利用乳幼児が、心

身ともに健やかに育成されることを保障するための最低基準、乳児等通園支援事

業者の一般原則や非常災害、安全計画の策定に関すること、事業所の職員の一般

的条件や、利用乳幼児に対して、平等な取扱い、また虐待等の禁止について、衛

生管理等、乳児等通園事業者が定める内部規程や事業所に整備すべき帳簿につい
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て規定するとともに、秘密保持、苦情への対応方法等を規定しています。

第２章では、乳児等通園支援事業を一般型乳児等通園支援事業と余裕活用型乳

児等通園支援事業に区分すること、また、それぞれの区分について、その設備や

職員の基準について規定しています。

第３章では、電磁的記録の使用について、規定しております。

附則として、この条例は令和８年４月１日から施行します。

資料２ページ右側中段にありますように、今後の主なスケジュールは、令和８

年１月に事業所の認可申請受付・審査・認可、３月に事業所に対する確認基準条

例の制定、平行して、利用の周知、利用申請、認定、４月からの事業開始を予定

しています。

続きまして、議案第７４号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてです。

議案第７４号資料の１ページをご覧ください。

本条例は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係

内閣府令の整備等に関する内閣府令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する内閣府令が施行されたことに伴い、関係する条例の一部改

正を行うものです。

第１条の規定は、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正です。

第２５条は虐待等の禁止に関する規定で、児童福祉法、以下、法といいます、

この改正に伴う引用条項の整理並びに幼保連携型認定こども園及び幼稚園におけ

る職員の場合の虐待等の禁止について引用条項を加えています。

第２条の規定は、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正です。

第１２条は虐待等の禁止に関する規定で、法の改正に伴う引用条項の整理です。

第１７条は利用乳幼児及び職員の健康診断に関する規定で、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準の改正に伴い、第２項の乳幼児の健康診査について、利

用開始時の保育所等の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、

当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとなったため、条文

を整理しています。

第２３条、第２９条、第３１条、第４４条及び第４７条は職員に関する規定で、

国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度の一般制度化に伴う

改正です。

第３条の規定は、福崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正です。

第１０条は職員に関する規定で、地域限定保育士制度の一般制度化に伴う改正

です。

第１２条は虐待等の禁止に関する規定で、法の改正に伴う引用条項の整理です。

この条例は、公布の日から施行します。

資料２ページから５ページは新旧対照表です。下線を引いている箇所が改正箇

所になりますので、後ほどお目通しください。

以上、議案第７４号の説明とさせていただきます。

２議案ともご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。

日程第１６ 議案第７５号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について
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議 長 日程第１６、議案第７５号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第３号）に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 失礼いたします。

議案第７５号についてご説明申し上げます。

令和７年度一般会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ１億４，０４０万円を追加し、補正後の予算総額を１１５億７，

７２０万円とするものであります。

まず、全般に係る人件費の補正内容につきましては、人事院勧告による給料、

諸手当等の増額、４月１日以降の職員の人事異動による各会計・目間における増

減とフルタイム会計年度任用職員の採用減による減額、パートタイムの採用増に

よる増額、こういったものを計上しております。

特別職３名を除き、会計年度任用職員、再任用職員を含む５９５名の一般会計

予算に係る人件費補正額は、約６，５００万円の増、特別会計・企業会計を含め

た全体では約６，２００万円の増額となっております。

一般会計職員の６，５００万円増額の主な内訳ですが、一般職の給料が２，３

００万円の増、パートタイムの会計年度任用職員に係る報酬が１，３００万円の

増、期末勤勉手当など諸手当が２，１００万円の増、県共済負担金・社会保険料

負担金など共済費が８００万円の増などとなっています。議案第７５号資料の１

ページには全会計の給与費明細書をおつけしておりますので、ご参照ください。

それでは、第１表、歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書にて説明い

たします。まず、歳出から説明いたします。

なお、説明につきましては、先ほどご説明いたしました職員等の人件費に係る

ものにつきましては割愛させていただきますので、ご了承ください。

それでは、事項別明細書の１９、２０ページをご覧ください。

１目、議会費のうち、３節、職員手当等の議員期末手当２４７万６，０００円

の減額は、新任議員６名の在職期間による６月支給分の減額が２６８万円、令和

７年度人事院勧告による０．０５月分の引上げで、１２月支給分の増額が２０万

４，０００円となっています。

次に、２３、２４ページをお開きください。

総務管理費の８目、情報管理費、特定個人情報提供等事務交付金（社会保障・

税番号制度）４１２万９，０００円の増額は、地方公共団体情報システム機構

（Ｊ－ＬＩＳ）が実施するマイナンバー情報連携に係る自治体中間サーバ機器更

新に伴う町負担分になります。これは、全額国費措置されるもので、財源は国庫

補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を１０分の１０充当してお

ります。

次に、同じページの一番下、１３目、諸費の税外還付金５１６万６，０００円

の増額は、障害者医療給付費負担金など前年度実績に基づく返還金、子ども・子

育て支援交付金など実績に基づく返還金、出産・子育て応援交付金など実績に基

づく返還金の合計を計上しております。

次のページをご覧ください。

２目、賦課徴収費の１１節、役務費、人材派遣手数料４４万円の増額は、令和

８年２月から３月にかけての住民税申告・確定申告事務の負担軽減のため、受付、

申告書作成等を行う人材１名の派遣費用を計上しております。

次に、３１、３２ページをご覧ください。

３目、国勢調査費の４７万７，０００円の増額につきましては、国勢調査事務
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の実績見込みによる報酬や需用費の減額、時間外勤務手当の増額などを計上して

います。財源は、県委託金の国勢調査事務委託金を充当しております。

次のページをご覧ください。

社会福祉費の１目、社会福祉総務費、２７節、繰出金、国民健康保険事業特別

会計繰出金３０３万２，０００円の減額は、職員の異動等による人件費の減によ

るものです。

２目、障害福祉費の７節、報償費、手話通訳等謝金３０万円の増額は、手話通

訳派遣対象事業の増加によるものです。１９節、扶助費の更生医療費給付・障害

福祉サービス支援費給付の６，３９０万円の増額は実績見込みによる増額でござ

います。

４目、老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出金４２７万６，０００円の増額

は、人件費及び認定審査会共同設置負担金の増によるものです。

６目、後期高齢者医療費の３３５万８，０００円の減額は、兵庫県後期高齢者

医療広域連合分賦金の共通経費負担金の精算による減と職員の異動による人件費

の減による繰出金の減となっています。

次に、３７、３８ページをご覧ください。

児童福祉費の１目、児童福祉総務費、１２節、委託料、子育て世帯訪問支援業

務委託料９３万円の増額は、対象世帯の増及び時間単価、訪問回数の増によるも

のです。財源は、国庫及び県補助金の子育て世帯訪問支援事業補助金を３分の１

ずつで計６２万円充当しております。

次に、４１、４２ページをご覧ください。

１目、災害救助費の５万９，０００円の増額は、９月４日から５日にかけての

台風１５号による待機職員の時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当となって

おります。

次に、４７、４８ページをご覧ください。

農業費の３目、農業振興費、１８節、負担金補助及び交付金の中山間地域等直

接支払交付金６１万円の増及び環境保全型農業直接支払交付金５３万円の増は、

実績見込みによる増額で、それぞれの財源も見込みに応じて増額しております。

同じく補助金の３行目、耕作条件改善支援金４０万８，０００円の増額は、農

地利用者が借り受ける農地の耕作条件改善に必要な経費を支援するもので、認定

農業者１名が大門で実施する農地間のコンクリート畦畔除去に対して支援金を支

給するものです。財源は、県補助金の農地有効活用総合対策事業補助金を１０分

の１０の４０万８，０００円充当しています。

同じページの一番下、６目、農地費、１８節、補助金の町単土地改良事業補助

金１５０万円の増額は、新町の水路と山崎の相新水路の緊急工事が発生したもの

による増額補正です。

次のページをご覧ください。

１目、林業振興費の１８節、補助金住民参画型森林整備事業補助金２１０万６，

０００円の増額は、庄自治会が実施する住民参画型森林整備に対する補助金です。

内容については議案第７５号資料２ページをご覧ください。場所は春日山の北側

で、大径の枯れ木及び危険傾斜地の竹木の伐採や表示看板の設置、森林整備に必

要な機械や消耗品の購入などを行います。財源は県補助金の住民参画型森林整備

事業補助金を１０分の１０充当しております。

事項別明細書、次に５５、５６ページをご覧ください。

１目、道路橋梁総務費、１２節、委託料３７０万円と１７節、備品購入費１９

０万円の合計５６０万円の増額は、町道板坂塩田線不法占用対策事業で、町道板
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坂塩田線の土地明渡請求事件が結審したため、これに基づき町道及び福崎財産区

上にある車両の撤去・処分、境界の復元、撤去後の車両進入防止のクッションド

ラムを購入するものです。１２節、委託料のうち、弁護士委託料９０万円は、判

決の執行に伴い裁判所に納める予納金の相当額です。放置車両撤去・処分委託料

２１０万円は、車両２１台の撤去及び処分費用です。測量業務委託料７０万円は、

道路部と相手側との境界を再復元する費用です。１７節、備品購入費の事業用備

品購入費１９０万円は、放置車両撤去後に再び車両を置かれないためのクッショ

ンドラム５０個を購入するものです。

この事業の位置図等につきましては、議案７５号資料３ページにお示しをして

いるとおりでございます。

事項別明細書５５、５６ページに戻っていただきまして、５５ページの財源の

その他の３１３万円につきましては、被告側からの行政代執行弁済金が２８０万

円、福崎財産区の代執行等に係る財産区の負担金が３３万円となっています。

次のページをご覧ください。

１目、河川改修費の河川改修工事費１００万円の増額は、西谷区内の西谷川浚

渫工事について、地元要望により浚渫箇所の範囲を約５０メートル分追加するも

のです。財源は、町債の緊急浚渫推進事業債を事業費の１００％充当しています。

次に６９、７０ページをご覧ください。

一番下の７目、青少年野外活動センター費の１４節、工事請負費、空調設備整

備工事費４９万円の増額は、野外活動センターの山小屋空調設備設置工事の実績

による増額補正となっています。財源は、ふるさと応援基金繰入金を４９万円増

額しています。

次のページをご覧ください。

一番上の行になりますが、同じく７目、青少年野外活動センター費の１７節、

備品購入費、一般備品購入費１７万２，０００円の増額は、野外活動センターの

受付等に使用しているパソコンに不具合があったため買換えを行ったものによる

ものです。

同じページの９目、辻川界隈文化振興費の１０節、需用費、施設修繕料４０万

円の増額は、柳田國男生家及び記念館の修繕箇所の増加によるものです。財源は、

ふるさと応援基金繰入金を４０万円充当しております。

次のページをご覧ください。

３目、町民グラウンド管理費、１０節、需用費、施設修繕料２７０万円の増額

は、９月９日に落雷があり、これが原因で故障しました分電盤・火災受信機・非

常用放送設備等の修繕費用です。財源は落雷に対する保険金の損害賠償保険金受

入金を２７０万円充当しております。

次に、７７、７８ページをご覧ください。

公債費の１目、元金、長期債元金３６０万円の減額及び２目、利子、長期債利

子１２０万円の増額は、実績見込みによる増減と、町債借入先の利率の引上げに

より利子が増加し、それに伴い元金が減少したものとなっています。

次に歳入ですが、歳出において説明させていただいたところは省略し、ご説明

いたします。

事項別明細書、１３、１４ページに戻っていただきたいと思います。

１目、繰越金、前年度繰越金の３，７３４万９，０００円の増額は、１２月補

正での一般財源不足分を補うものとなっています。

次のページをご覧ください。

２１款、諸収入、１目、雑入の２行目から７行目の過年度収入は、各事業の



－21－

国・県負担金等の実績による追加交付となっています。

次に議案表紙に戻っていただきまして、第２条、債務負担行為の補正について

説明させていただきます。

３ページをご覧ください。

債務負担行為の追加が２件となっております。１件目は、障がい福祉計画等策

定業務委託事業で、令和９年度から令和１１年度を計画期間とする福崎町第８期

障がい福祉計画及び第４期障がい児福祉計画の策定業務委託を行うもので、早期

に事業着手する必要があり債務負担行為を行うものです。債務負担行為の期間は

令和８年度、限度額は４６０万円としています。

２件目は、福崎町工業団地企業会館指定管理事業で、先ほど議案第６６号で提

案しております福崎町工業団地企業会館の指定管理者の指定に伴う協定書を締結

するにあたり、その指定管理料について債務負担行為を行うもので、期間は令和

８年度から令和１２年度の５年間、限度額は１，０４０万円としています。

議案の第３条、地方債の補正については４ページをご覧ください。

歳出でご説明いたしました西谷川浚渫工事に対し、緊急浚渫推進事業債を１０

０万円増額しております。利率、償還の方法は、それぞれ記載しているとおりで

あります。

以上が、予算の補正に関する説明であります。また、事項別明細書の後ろには

給与費明細書をおつけしておりますので、ご参照ください。

以上、議案第７５号、令和７年度一般会計補正予算（第３号）の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げ

ます。

日程第１７ 議案第７６号 令和７年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

日程第１８ 議案第７７号 令和７年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について

議 長 日程第１７、議案第７６号、令和７年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について及び日程第１８、議案第７７号、令和７年度福崎町後期

高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についての両議案を一括議題といた

します。

両案に対する詳細なる説明を求めます。

ほけん年金課長 議案第７６号、令和７年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について、説明申し上げます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１２３万６，

０００円を追加し、補正後の予算額を、それぞれ１７億４，２２３万６，０００

円とするものです。

詳細につきましては、議案書の事項別明細書でご説明いたします。

事項別明細書の歳出、５、６ページをお願いします。

１目、一般管理費３０２万９，０００円の減額は、人事院勧告や職員の人事異

動に伴う補正によるものです。

７、８ページをお願いします。

１目、特定保健指導等事業費の３，０００円の減額は、会計年度任用職員の地

域手当の減額によるものです。

９、１０ページをお願いします。
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２目、保険給付費等交付金償還金１，４１０万２，０００円の増額は、保険給

付費の県への返還金です。

３目、特定健康診査等負担金償還金１０万８，０００円の増額は、国、県への

特定健康診査負担金の返還金です。

４目、その他償還金５万８，０００円の増額は、保険者努力支援交付金等の国

への返還金です。

次に、前に戻って歳入の１、２ページをお願いします。

一般会計繰入金３０３万２，０００円の減額は、歳出で説明しました職員人件

費の減によるものです。

３、４ページをお願いします。

財政調整基金繰入金１，４２６万８，０００円の増額は、歳出で説明しました

国、県への過年度償還金に充当するものです。

１１ページから１３ページには、給与費明細書を添付しております。また、議

案資料に、勘定表をお示ししておりますので、併せてご参照ください。

以上で、議案第７６号の説明を終わります。

続きまして、議案第７７号、令和７年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号）について、説明申し上げます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１８万６，０

００円を追加し、補正後の予算額を、それぞれ３億６，４１８万６，０００円と

するものです。

詳細につきましては、議案書の事項別明細書でご説明いたします。

事項別明細書の歳出５、６ページをお願いします。

１目、一般管理費２２５万７，０００円の減額は、人事院勧告や職員の人事異

動に伴う補正によるものです。

７、８ページをお願いします。

１目、徴収費１０２万６，０００円の増額は、システム標準化に伴う帳票変更

による印刷費の増などです。

９、１０ページをお願いします。

１目、後期高齢者医療広域連合納付金８４１万７，０００円の増額は、令和６

年度の出納整理期間中に徴収した保険料を広域連合に納付するものです。

次に、前に戻って歳入の１、２ページをお願いします。

一般会計繰入金１２３万１，０００円の減額は、歳出で説明しました職員人件

費等の減によるものです。

３、４ページをお願いします。

繰越金８４１万７，０００円の増額は、令和６年度からの繰越金で、令和６年

度の出納整理期間中に徴収した保険料です。

１１ページから１３ページには、給与費明細書を添付しております。

また、議案資料に、勘定表をお示ししておりますので、併せてご参照ください。

以上で議案第７７号の説明を終わります。

２議案ともご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いします。

日程第１９ 議案第７８号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて

議 長 日程第１９、議案第７８号、令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題といたします。



－23－

本案に対する詳細なる説明を求めます。

福 祉 課 長 議案第７８号、令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について、ご説明申し上げます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５４６万円を

追加し、補正後の予算額を、それぞれ１８億９，５０６万円とするものでござい

ます。

詳細につきましては、事項別明細書でご説明をいたします。

事項別明細書の歳出９、１０ページをお開き願います。

１目、一般管理費２８５万９，０００円の減額は、人事院勧告や職員の異動に

よる人件費の補正、また、介護保険事業計画策定業務の入札減等による減額でご

ざいます。

次に、１１、１２ページをお願いいたします。

１目、賦課徴収費１０６万５，０００円の増額は、システム標準化に伴う帳票

変更による印刷費の増などでございます。

次に、１３、１４ページをお開き願います。

１目、認定調査費４３６万４，０００円の増額は、介護認定調査員の常勤職員

の応募がなかったことにより、令和７年度は、パートタイム会計年度任用職員の

調査員を２名採用したことによる増額と、神崎郡介護認定審査会の負担金の、当

初予算に計上した後に、審査会より変更があった旨報告があったため今回補正を

するもので、それぞれ増額をお願いするものでございます。

次に、１５、１６ページをお開き願います。

１目、介護予防・生活支援サービス事業費８万４，０００円の減額は、実績見

込みによるもので、２目、介護予防ケアマネジメント事業費７５８万２，０００

円の減額は、兵庫県より予算の配置について指摘があり、今回、主任ケアマネジ

ャーの人件費を、１項の介護予防・生活支援サービス事業費から３項の包括的支

援事業・任意事業費に移動するもので、減額でございます。

１７、１８ページをお開き願います。

１目、一般介護予防事業費１５万１，０００円の減額は、地域のふくろうの会

に派遣する、歯科衛生士や健康運動指導士などの実績見込みによる減額でござい

ます。

次に、１９、２０ページをお開き願います。

３目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費８２７万４，０００円の増

額は、先ほど申し上げました予算科目の移動による増額と人事院勧告等による増

額。７目、認知症総合支援事業費９万円の増額は、人事院勧告による給料、職員

手当等の増額でございます。

次に、歳入のご説明を申し上げます。

歳入の１、２ページをご覧ください。

２目、地域支援事業交付金（総合事業）９９万４，０００円の増額と、３目、

地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）４７万円の減額、４目、介

護予防・日常生活支援総合事業調整交付金６万円の増額は、歳出でご説明をいた

しました地域支援事業費の補正に伴う、国庫支出金の増減分でございます。

次に、３ページ、４ページをご覧ください。

１目、地域支援事業支援交付金（総合事業）２３万円の増額と、２目、地域支

援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）２３万円の減額は、同じく、地域

支援事業費の補正に伴う、県支出金の増減分でございます。

５ページ、６ページをご覧ください。
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１目、一般会計繰入金４２７万６，０００円の増額は、職員の人事院勧告分に

よる増額分や、事務費負担分の増、また、地域支援事業費補正による町負担分の

繰入金の増減によるものでございます。

７ページ、８ページをご覧ください。

１目、介護保険財政調整基金繰入金６０万円の増額は、今回の補正予算で１号

被保険者が納付する介護保険料の部分の充当分でございます。

２１ページから２３ページには、給与費明細書を添付しておりますので、ご参

照ください。

また、議案第７８号資料に、勘定表をお示ししておりますので、併せてご参照

ください。

以上で、議案第７８号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきます

よう、よろしくお願いをいたします。

日程第２０ 議案第７９号 令和７年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について

日程第２１ 議案第８０号 令和７年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第２号）につい

て

日程第２２ 議案第８１号 令和７年度福崎町下水道事業会計補正予算（第１号）について

議 長 日程第２０、議案第７９号、令和７年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）

についてから、日程第２２、議案第８１号、令和７年度福崎町下水道事業会計補

正予算（第１号）についてまでの３議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 失礼いたします。３企業会計の補正予算について、一括してご説明申し上げま

す。

まず、議案第７９号、令和７年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて、ご説明いたします。

議案の次のページをお開きください。

この補正予算は、職員の人事異動及び人事院勧告による人件費の補正をお願い

するものでございます。

補正予算の第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の、支出を１７

８万２，０００円追加し、４億５７８万２，０００円にしようとするものでござ

います。

また第３条では、予算第８条に定めた職員給与費を１７８万２，０００円追加

して、４，０６９万円とします。

それでは補正内容について、ご説明申し上げます。

補正予算に関する説明書、水補１ページに実施計画を添付しておりますが、説

明につきましては、議案第７９号資料をご覧ください。

収益的収入及び支出の支出でございます。

営業費用において、原水及び浄水費で２５万５，０００円を増額、配水及び給

水費で３７９万２，０００円を増額、総係費では２２６万５，０００円を減額し、

合わせて１７８万２，０００円を増額いたします。内容については、４月の人事

異動及び８月の人事院勧告による給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費

の人件費で、詳細は内訳欄のとおりでございます。

議案にお戻りください。

その他説明書として、水補２ページには予定キャッシュ・フロー計算書を、３

ページ、４ページは給与費明細書を、５ページから７ページには予定貸借対照表
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をお示ししております。

以上、議案第７９号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第８０号、令和７年度福崎町工業用水道事業会計補正予算

（第２号）について、ご説明申し上げます。

議案の次のページをお開きください。

この補正予算は、人事院勧告などによる人件費の補正と、新たに見込む国庫補

助金などについて、補正をお願いするものでございます。

補正予算の第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の収入を１９８

万１，０００円減額し、５，４２６万５，０００円に、支出を９３万１，０００

円追加し、５，０５３万１，０００円にしようとするものです。

また、第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出です。

予算第４条本文括弧書き中、不足する額を３，５８０万円に改め、その補填額

については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８４７万３，００

０円、過年度分損益勘定留保資金１，５３２万７，０００円、建設改良積立金１，

２００万円に改めるとともに、次のページ上段の表、資本的収入を２，１８０万

円追加し、８，７８０万円といたします。

そして、第４条では、予算第９条に定めた職員給与費を９３万１，０００円追

加して、１，０５３万２，０００円といたします。

次のページからの補正予算に関する説明書の工水補１ページに実施計画を添付

しておりますが、説明につきましては、議案第８０号資料をご覧ください。

１ページは、収益的収入及び支出の収入です。

営業外収益では、消費税還付金を１９８万１，０００円減額いたします。これ

は、次に出てきます資本的収入で、国庫補助金の受入れを行ったため、特定収入

に係る仮受消費税が発生し、還付額が減となることによるものでございます。

下段は支出です。

営業費用において、送水及び配水費を９３万１，０００円増額いたします。内

容については、８月の人事院勧告による給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定

福利費の人件費で、詳細は内訳欄のとおりでございます。

次の２ページは、資本的収入及び支出の収入です。

補助金で、新たに国庫補助金の交付が決定したため、２，１８０万円を追加い

たします。

議案にお戻りください。

その他説明書として、工水補３ページには予定キャッシュ・フロー計算書、４

ページ、５ページには給与費明細書、６ページから８ページには予定貸借対照表

をお示ししておりますので、併せてご参照ください。

以上、議案第８０号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第８１号、令和７年度福崎町下水道事業会計補正予算（第１

号）について、ご説明申し上げます。

議案の次のページをお開きください。

この補正予算は、職員の人事異動や人事院勧告などによる人件費の補正、並び

に修繕費の補正をお願いするものでございます。

補正予算の第２条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の、支出を３

１６万５，０００円追加し、９億８，８２０万２，０００円にしようとするもの

です。

第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出です。

予算第４条本文括弧書き中、不足する額を３億７，７３３万６，０００円に改
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め、その補填額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を

１，２５０万１，０００円、過年度分損益勘定留保資金を１，３１９万８，００

０円、当年度分損益勘定留保資金を３億４，０５９万９，０００円及び未処分利

益剰余金を１，１０３万８，０００円に改めるとともに、次のページ、上段の表、

資本的支出を２９２万２，０００円減額し、９億３，６７３万６，０００円とい

たします。

次に、第４条では、予算第８条に定めた職員給与費を２６４万円減額し、５，

７３１万３，０００円に、第５条では、利益剰余金の処分額を１，１０３万８，

０００円に改めます。

それでは補正内容についてご説明申し上げます。

補正予算に関する説明書、下水補１ページ、２ページに実施計画を添付してお

りますが、説明につきましては、議案第８１号資料をご覧ください。

この資料は、各、目や節ごとの補正予定額と、その右には、公共、農集、個別

のセグメントごとの内訳をお示ししております。

まず、１ページ上段は、収益的収入及び支出の支出です。

営業費用において、処理場費を２０２万８，０００円増額、総係費を１４０万

９，０００円増額し、合わせて３４３万７，０００円を増額いたします。内容に

ついては、処理場費の増額は、人事異動により人件費が減額となったものの、農

業集落排水の処理場において制御装置などが故障し、その修繕に要する費用が増

えたこと、総係費の増額は、人事院勧告により、給与、手当、賞与等引当金繰入

額、法定福利費の人件費が増加したことによるものでございます。詳細は右の内

訳欄のとおりとなっております。

また、これらの結果で、消費税の納付額が減少し、営業外費用で消費税を２７

万２，０００円減額いたします。

次に、２ページをお開きください。

資本的収入及び支出の支出です。

建設改良費において、管路整備費を２１万８，０００円増額、雨水の管路整備

費を３１４万円減額し、差引き２９２万２，０００円を減額いたします。内容に

ついては、収益的支出と同様、人事異動及び人事院勧告による人件費の増加によ

るものです。詳細は右の内訳欄に記載をしております。

議案にお戻りください。

その他説明書としまして、下水補３ページには予定キャッシュ・フロー計算書、

４ページ、５ページには給与費明細書を、６ページから８ページには予定貸借対

照表をお示ししておりますので、ご参照ください。

以上、議案第８１号の説明とさせていただきます。３議案とも、よろしくご審

議賜り、ご賛同いただきますよう、お願いを申し上げます。

日程第２３ 議案第８２号 工事請負契約について（第１グラウンド夜間照明設備改修工事）

議 長 日程第２３、議案第８２号、工事請負契約について（第１グラウンド夜間照明

設備改修工事）を議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

社会教育課長 失礼いたします。議案第８２号、工事請負契約について（第１グラウンド夜間

照明設備改修工事）について、ご説明いたします。

当議案は、令和７年１１月２５日に一般競争入札を執行した第１グラウンド夜

間照明設備改修工事に係る工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法第９６
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条第１項第５号の規定により、議会の議決をお願いいたすものでございます。

契約の相手方は、西脇市西脇１０３３番地、銭屋電機株式会社、代表取締役、

前川弘吉で、契約金額は６，４７９万円でございます。

工事概要について、ご説明いたします。

議案第８２号説明資料の１ページをご覧ください。

工事箇所は、福崎町西田原８４５番地、町民第１グラウンドです。

工事の概要は、現在、設置されている夜間照明設備をＬＥＤに更新するもので、

水銀灯からＬＥＤへの更新に伴い、照明柱の本数は８本で変わりませんが、照明

器具の灯数が６４灯から３４灯となります。

また、水銀灯は生産が中止されておりますので、ＬＥＤに更新することで今後

も安定した夜間照明設備の利用が可能となります。

工期は令和８年３月２７日までとしております。

資料２ページには入札結果をお示ししておりますので、併せてご覧ください。

以上、議案第８２号の提案説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご賛

同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日程第２４ 議案第８３号 工事請負契約の変更について（（南大貫）宮の池改修工事）

議 長 日程第２４、議案第８３号、工事請負契約の変更について（（南大貫）宮の池

改修工事）を議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

農林振興課長 失礼いたします。議案第８３号、工事請負契約の変更について（（南大貫）宮

の池改修工事）について、ご説明を申し上げます。

現在、施工しております、（南大貫）宮の池改修工事において、地方自治法第

９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を経て、変更契約を締結するもの

であります。

変更の内容は、契約金額の変更で、変更前金額６，７４６万９，５３４円を６

７３万５，３６６円増額し、変更後金額７，４２０万４，９００円とするもので、

事業量の増によるものでございます。

それでは、変更内容についてご説明を申し上げます。

議案第８３号説明資料をご覧ください。

資料の左側には宮の池の位置図をお示ししております。

右側には、変更箇所位置図といたしまして、主な変更内容２点をお示ししてお

ります。

１点目としましては、交通誘導員の追加７０名となります。

当初計画では、地元区、警察協議により必要となった場合に交通誘導員を配置

するとしておりまして、協議の結果、土砂の搬入搬出やコンクリート打設時の生

コン車など、工事用車両が頻繁に出入りするときには、町道東大貫溝口線の工事

道路進入口に交通誘導員を１名、総計で７０名を配置することとなったことによ

る追加でございます。請負金額にして約２２０万円の増額となっております。

２点目といたしましては、仮設工の水替工の追加でございます。

洪水吐や底樋管の設置工を施工する際に、一定以上の深掘りを行う訳でござい

ますが、その際に湧水が発生しております。その湧水処理、排水を行うために、

水替工を追加したことによるものとなっております。こちらも、設計時に実施し

た調査（ボーリング調査）では、そこまで湧水の発生が確認できていなかったた

め、当初設計では計上しておりませんでしたが、実際に掘削いたしますと湧水が
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発生、施工していくにはその処理が必要と判断したため、追加したものでござい

ます。請負金額にして、約３００万円の増額となっております。

そのほかでございますが、精査などによるものがございまして、追加項目とい

たしましては、土砂処分の追加、大型土のう、ガードレール撤去の追加などがご

ざいます。

そのほか、減額項目といたしましては、精査によります土量の減や、現地にお

いての確認したことにより、土を固めるための固化材添加量の減などがございま

す。

これら精査の変更による請負金額としては、約１５０万円の増額となっており

ます。

総額では約６７０万円、６７３万５，３６６円の増額となっております。

以上、議案第８３号についての説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、よろしくお願いいたします。

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会２日目は１２月９日、午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午前１１時４４分


